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高齢者に関する政府間作業部会（人権理事会のもとの機関）への共同提出文書

高齢者の人権に関する法的拘束力のある文書の
一般的な枠組み、構成、および指針となる原則
2026年4月22日

国連経済社会局、国連アフリカ経済委員会、国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会、
国連アジア太平洋経済社会委員会、国連西アジア経済社会委員会

背景

決議58/13に基づき、人権理事会は作業部会に対し、すべての利害関係者の意見に配慮するよう要請しており、各国、関連する国連機関、専門機関、基金・計画、国内人権機関、市民社会、特に高齢者およびその代表組織に対し、高齢者の人権に関する国際的な法的拘束力のある文書を策定するという任務を含め、作業部会の活動に積極的かつ建設的に貢献するよう呼びかけている。

人権理事会決議58/13に基づき、2026年2月17日および18日（訳注　正確には18－19日）にジュネーブにて組織会合が開催された。閉会の辞で議長は、書面による意見提出期間の開始を発表した。

意見募集の案内は、国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）のウェブサイトに掲載されている。提出期限は2026年4月22日である。

国連経済社会局（DESA）および国連地域委員会からの意見

質問1. 高齢者の人権に関する国際的な法的拘束力のある文書は、どのような包括的な枠組みに基づいて策定されるべきか？さらに、高齢者がすべての人権および基本的自由を完全かつ平等に享受する権利保有者であるという認識を、その文書が最も適切に反映し、強化するにはどうすべきか？

目的：

人権理事会決議58/13に従い、高齢者の人権に関する国際的な法的拘束力のある文書草案は、高齢者の人権の促進、保護、および完全な享受の確保を目的とすべきである。

包括的枠組み：

国際的な法的拘束力のある文書草案は、既存の人権義務が高齢者にどのように適用されるかを明確にすることによって、また、その規範的枠組みの欠落、曖昧さ、または不整合を特定・是正することによって、最低限の規範的基準を定義・成文化する。そのことよって国際レベルにおける高齢者の人権のための固有の、かつ適切な保障の提供に寄与する。

本条約草案は、以下の事項を盛り込むべきである：
1.    高齢者を完全な権利保有者として位置づけ、年齢に基づく差別なく、すべての人権を平等に享受する権利をもつことを確認する。
2.    高齢期における人権の完全な享受を妨げる可能性のある、交差的・複合的な形態の差別に対処する。そこには（高齢という要素に加えて）、性別、障害、人種、民族、先住民族性、移民の地位、および社会経済的状況に基づくものが含まれる。
3.    高齢者が持続可能な発展および地域社会の文化的多様性に対して果たす貢献を認識する。
4.    高齢者の人権の促進、保護、および実現のための、法的拘束力を持つ最低限の規範的基準を定義し、成文化する。
5.    高齢者の人権の促進と保護を支援するための国際協力を強化する。
6.    高齢者に適用される国際人権法に基づく国家の義務を明確にする。これには、既存の規範的枠組みの欠落、曖昧さ、および不整合に対処することが含まれる。それによって国際レベルでの固有の、かつ適切な保障の提供に寄与する。
7.    高齢者に関することは、高齢者抜きで決めてはならないという原則に基づき、高齢者の多様性を認識しつつ、意思決定、実施、および監視のあらゆる段階において、高齢者の完全かつ効果的な、代表者を通じての、かつ有意義な参加を確保する。
8.    本草案が、普遍的定期的審査（UPR）、条約機関、特別手続など、国際人権システムにおいてすでに確立され、効果的に機能している既存の人権上の義務やプロセスを再掲したり、重複させたりすることのないようにする。また、国家報告、建設的対話、総括所見などを含むこれらの仕組みで、高齢者の固有の状況に対する配慮を強化する。
9.    既存の国際人権基準を変更、再解釈、または緩和することなく、高齢期における人権の適用に関する不備に対処し、その適用を明確にする。
10.    法的拘束力のある人権基準に焦点を当てることで、本草案の規範的範囲を維持する。ただし、既存の政府間合意に基づく政治的約束および関連する政策枠組みは、加盟国主導のプロセスにおける政策の策定と実施のための適切な手段であり、それらの基準を参考とすることができることを認識する。
11.    しばしばデータシステムから取り残されがちな高齢者に関するデータ収集・分析の強化などを通じ、本条約を監視するメカニズムを確立する。

質問2. 高齢者の権利を効果的に保護するために、法的拘束力のある文書はどのような中核的な原則に基づくべきか？さらに、この法的拘束力のある文書は、高齢者の既存の人権を再確認すると同時に、あらたに規範的発展が必要な問題や課題（ギャップ）を明確に特定し、対処するにはどうすればよいか？

法的拘束力のある文書を支える中核的原則は、（以下のような）既存の基盤の上に構築されるべきである：

1.    高齢者のための国連原則
この原則は、国連総会決議46/91（1991年）により採択されたもので、各国政府に、適切な形で国家プログラムにこれらの原則を組み入れるよう奨励している。具体的には、独立、参加、ケア、自己実現、尊厳である。
2.    高齢者の権利に関する確立された原則
独立、自律、参加、ケア、支援、保護、暴力・虐待・ネグレクトからの自由、自己実現、尊厳といった確立された原則に加え、平等と無差別、包摂、および高齢者のエンパワーメントと機会均等を反映し、アクセシビリティやユニバーサルデザインの問題を含め、権利の完全な享受を妨げるバリアを特定し、対処する必要性を認識することである。
3.    国連高齢化問題機関間グループ（IAGA）の「共通メッセージ」の基礎的な中核原則
国連システムによる高齢化、高齢者およびその人権に関する共通メッセージは、IAGAによる共同の取り組みを導く共通の価値観と原則に基づいている。これらの原則は、一貫性と影響力への取り組みを反映しており、政府間レベルで合意された関連する任務、成果、優先事項と整合している。
4.    国連総会オープンエンド高齢化作業部会による広範な分析と提言
14回にわたる会合を通じて、国連総会のオープンエンド高齢化作業部会は、高齢者の人権を検討するための包括的な政府間プラットフォームを提供してきた。そこには、加盟国、「A」ランクの国内人権機関、ECOSOC（経済社会理事会）、ECOSOCの諮問資格をもつ非政府組織、および過去にこの作業部会への参加を認定された組織、ならびに国連基金、国連計画、専門機関、その他の国連機関が貢献してきた。この作業部会の審議および成果は、規範上の課題、実施上の課題、およびさらなる明確化が必要な分野に関する強固な証拠基盤を提供しており、草案の作成に向けた重要な参考資料となるべきものである。
5.   「高齢者の人権保障に関する米州条約」など、高齢者の人権に関する既存の地域的な国際法的枠組みの検討。

質問3. 法的拘束力のある文書は、明確性と実効性を確保するために、どのような全体構成（structure）や設計枠組み（architecture）を採用すべきか？例えば、前文、定義、一般原則、一般的義務、具体的権利、および実施規定を含めるべきか？

本条約は、前文、定義、一般原則、一般的義務、具体的権利、および実施規定を含む、明確かつ首尾一貫した条約構造を採用し、基準の明文化においては法的明確性、一貫性、および確実性を確保すべきである。また本条約に含まれる用語の定義を含めるべきである。

前文では、適切であれば、関連する既存の国際的枠組みと約束を想起することで、草案をより広範な規範的文脈の中に位置づけることができるだろう。例えば、持続可能な開発のための2030アジェンダ；第2回高齢化世界会議の成果； 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約；障害のある人の権利条約；国連健康な高齢化の10年（2021-2030）；その他の確立された参照事項である。

実施に関する規定は、既存の国際人権システムの中で効率的かつ首尾一貫したものであるべきである。国内における実施および監視に関する規定や、実施を監督する仕組みまたは委員会の設置、ならびに総会および経済社会理事会への適切な報告などが含まれる。

本条約において、「高齢者」とは、統計の国際比較や政策の一貫性を図るため、例えば60歳以上の人々と定義することができる。ただし、高齢化は動的かつ文脈に依存するプロセスであることを認識する。各国は、自国の状況および国際的義務に従い、適切な年齢基準を定めることができ、その基準はこれより低くても高くてもよい。

「高齢者」の定義は、共通の理解を促進するため、必要に応じて、関連する国際的な統計・分析作業を踏まえて策定されるべきである。そこには、ティッチフィールド・シティ・グループ（Titchfield City Group）による高齢化および年齢別データに関する取り組みが含まれる。（訳注　 ティッチフィールド（Titchfield）はイングランドの村。ティッチフィールド・シティ・グループは、国連統計委員会のもとに2018年に設立された高齢者統計に関する専門家グループ。テーマ別の各種統計グループがあり、最初に会議がもたれた都市の名前を冠する慣例とされる。）
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